
 
 
 
 
 

岐阜市重層的支援体制整備事業実施計画 
人と人、人と地域がつながり合う地域共生社会の推進を目指して 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐阜市 
（令和４年３月策定） 

（令和５年３月改定） 

（令和６年３月改定） 

（令和７年３月改定） 

（令和８年５月改定） 
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Ⅰ 計画策定の背景・目的 

少子高齢・人口減少社会という我が国が抱えている大きな課題は、我が国全体の経

済・社会の存続の危機に直結しており、この危機を乗り越えるためには、我が国の一

つ一つの地域の力を強化し、その持続可能性を高めていくことが必要です。また、超

高齢社会や核家族化の進展、８０５０問題のような複数の分野にまたがる問題を抱え

る世帯の増加など、地域福祉を取り巻く環境は、多様化かつ複雑化している状況にあ

ります。 

このような中、平成２８年６月には、ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月

２日閣議決定）に、制度・分野の枠や、支える側、支えられる側という従来の関係を

超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合

いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会の創設を目

指した「地域共生社会」の実現が盛り込まれました。そして、その実現に向けた取り

組みを推進するため、平成３０年４月には、「地域包括ケアシステムの強化のための

介護保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５２号）による社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）の一部改正」により、市町村は、その地域の実情に応じ

て、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑

に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよ

う努めることとされました。 

これを受けて本市では、「第２期岐阜市地域福祉推進計画（令和２年３月策定）」

において、地域の方が抱える困りごとを、団体や行政の垣根を越え、地域が一体とな

って受け止め、解決に向けて取り組む体制を整備するため、「困りごとを受け止める

体制づくり ～地域共生社会の推進に向けて～」を重点施策とし、困りごとに対し、

社会全体で支える「総合的な相談体制の構築」などを重点項目として取り組んできま

した。 

令和３年４月には、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律（令和２年法律第５２号）による社会福祉法の一部改正」により、市町村におい

て、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築す

るため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」

の３つの支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が新たに創設されまし

た。 

本市では、令和４年度から重層的支援体制整備事業を実施するにあたり、具体的な

手法等を定めるため、本計画を策定しました。この計画に基づき、地域住民や支援関

係機関との相互協力体制及び地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の整備を
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着実に進めるとともに、社会情勢の変化や新たな課題に対応し、本事業を適切かつ効

果的に実施するため、適時見直しを行ってまいります。  
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Ⅱ 計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第１０６条の５の規定に基づき重層的支援体制整備事業を適

切かつ効果的に実施するため、同事業の提供体制に関する事項等を定めています。 

また、社会福祉法第１０７条第１項に定める地域福祉計画を基礎とする「第３期岐

阜市地域福祉推進計画（令和７年３月策定）」の主要な施策として相互に連携すると

ともに、福祉の各分野の個別計画とも整合性を図り、本計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事業評価、見直しに関する事項 

本計画は、第３期岐阜市地域福祉推進計画と一体的に実施するため、地域福祉推進

計画の進捗状況を評価する岐阜市地域福祉推進委員会において、ＰＤＣＡサイクルに

基づいて進捗状況や方向性を確認・評価し、計画を推進します。 

また、岐阜市重層的支援体制整備事業運営会議において、重層的支援体制整備事業

に関する課題を整理し、見直しや具体的な取組等を検討します。 

 

地域福祉推進計画 基本理念
手をつなごう 誰もが安心していきいきと

心豊かに暮らせる 市民が主役のまちづくり

高齢者福祉計画 基本理念

高齢者の一人ひとりが生きがいを持ち、
地域で安心して暮らせる社会の創造

障 害 者 計 画 ・
障害福祉計画・
障害児福祉計画 基本理念

誰もが自立してともに暮らすまちをめざして

こ ど も 計 画 基本理念

こどもファーストで
みんなを笑顔にするまちへ

健 康 基 本 計 画 基本方針
市民誰もが健康かつ生きがいを持ち、
安全・安心で豊かな生活を営むことができるまち

その他関連計画

重層的支援体制整備事業実施計画

重点施策など関連事業の
実施体制等を定める

共通して取り組むべき事項
について連携

自 殺 対 策 計 画 基本認識

「誰も自殺に追い込まれることのない
岐阜市」を目指す
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Ⅲ 支援の内容と実施体制 

重層的支援体制整備事業では、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な支援体制を構築し、個別の支援と地域に対する支援の両面を通じて重層的

なセーフティーネットを整備するため、「１ 属性を問わない相談支援」、「２ 参

加支援」、「３ 地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施します。 

支援対象者は、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮などの分野の属性を問わ

ず、各分野における困りごとや地域社会からの孤立などの地域生活課題を抱えるすべ

ての地域住民やその世帯です。 

 

◆ 重層的支援体制整備事業で行う３つの支援 

１ 属性を問わない相談支援 

  本人や世帯の属性を問わず包括的に相談を受け止め支援関係機関全体で行う支援 

２ 参加支援 

  本人や世帯の状態に寄り添い社会とのつながりを段階的に回復する支援 

３ 地域づくりに向けた支援 

  地域における活動の活性化等を通じた多様な地域活動が生まれやすい環境整備 
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１ 属性を問わない相談支援 

属性を問わない相談支援では、本人やその世帯の属性を問わず包括的に相談を受け

止め、支援機関全体で支援する体制を整備するため、「① 包括的相談支援事業」、

「② 多機関協働事業」、「③ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」の３つの

事業を実施します。 

 

① 包括的相談支援事業 

包括的相談支援事業では、それぞれの支援関係機関が、困りごとを抱える方の相談

を、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮などの各分野の属性にかかわらず包括

的に受け止め、その課題を整理した上で、利用可能な福祉サービス等の情報提供等に

より必要な支援関係機関につなげます。そして、受け止めた相談のうち、複数の分野

にまたがる困りごとについては、支援関係機関が連携した支援を行うなど、地域住民

の支援ニーズに対応する包括的な支援に取り組みます。 

 

 
 

実施体制（支援関係機関） “★【分野】事業名”は、重層的支援体制整備事業の必須事業 

支援関係機関名 主な相談支援の内容 
運営 

形態 

設 置 数 

対象圏域 
担当課 

高齢福祉課 ・高齢者に関すること。 直営 １カ所（全域） － 

地域包括支援センター ・高齢者に関すること。 

★【介護】地域包括支援センターの運営 

委託 高齢者人口を基

に１９圏域にそ

れぞれ設置 

高齢福祉課 

介護保険課 ・介護保険に関すること。 直営 １カ所 － 

障がい福祉課 

(基幹相談支援センター) 

・身体障がい、知的障がいに関するこ

と。 

★【障がい】相談支援事業 

直営 １カ所（全域） － 

基幹相談 

支援サテライト 

・障がいに関すること。 

★【障がい】相談支援事業 

委託 人口１０万人を

目安に４圏域に

それぞれ設置 

障がい福祉課 

高度専門分野 

相談支援事業所 

・重度心身障がい、医療的ケア、強度行

動障がいに関すること。 

 

委託 ３カ所（全域） 障がい福祉課 

子ども・若者 

総合支援センター 

・子ども、若者に関する悩み・不安に関

すること。 

直営 １カ所（全域） － 

 
困りごとを抱える方を必要な支援関係機関につなげる支援 

事業のポイント 
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こども家庭センター 

（子ども・若者総合支

援センター内） 

（各保健センター窓

口） 

 

●子ども・若者総合支援センター内 

・児童虐待、養育、ヤングケアラー 

に関する相談 

●各保健センター窓口 

・妊娠、出産、子育てに関すること 

・妊産婦、乳幼児に関すること。 

★【子ども・子育て】利用者支援事業 

直営 こども家庭セン

ター１カ所（全

域） 

子ども・若者

総合支援セン

ター 

各保健センタ

ー 

子ども支援課 ・ひとり親、女性相談に関すること。 直営 １カ所（全域） － 

子ども保育課 ・教育・保育施設の利用に関すること。 

★【子ども・子育て】利用者支援事業 

直営 １カ所（全域） － 

生活福祉一課 

生活福祉二課 

生活福祉三課 

・生活保護に関すること。 

・生活困窮に関すること。 

直営 １カ所（全域） － 

生活・就労 

サポートセンター 

・生活困窮に関すること。 

★【生活困窮】自立相談支援事業 

委託 １カ所（全域） 生活福祉三課 

ひきこもり相談室 ・ひきこもり支援に関すること。 直営 １カ所（全域） 福祉政策課 

保健センター ・こころと体の健康に関すること。 直営 ３カ所(中・南・

北) 
－ 

地域保健課 ・こころの健康に関すること。 直営 １カ所（全域） － 

住宅・空家対策課 ・住まいに関すること。 直営 １カ所（全域） － 

コミュニティソーシャ

ルワーカー 

※モデル事業 

・生活全般に関する悩み・不安等に関す

ること。 

・相談先が不明な困り事に関すること。 

委託 １カ所（日常

生活圏域） 
福祉政策課 

地域福祉 

コーディネーター 

・地域づくりを通じた包括的な相談支援 委託 社協支部（５０

カ所）単位で実

施 

福祉政策課 

 

とりわけ、深刻化を増すひきこもり問題については、当事者やその家族を孤立させ

ないよう相談しやすい環境づくりに取り組むため、令和５年度には福祉部に「ひきこ

もり相談室」を設置し、相談窓口や問合せ先、提供する支援内容等を明確にして、ひ

きこもり状態にある方やその家族の方が一歩を踏み出したいと思ったときにスムーズ

につながることができるように取り組みます。 

上記に加えて、岐阜市社会福祉協議会（市社協）に設置する地域福祉コーディネー

ターが、地域で行われるサロンの開催、社協支部の活動支援などの地域づくりを通じ

て困りごとを抱える方の相談支援を行うとともに、「第３期岐阜市地域福祉推進計画」

に基づくコミュニティソーシャルワーカーの配置により、地域住民にとって利用しや
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すい相談拠点を確保し、窓口での相談支援とアウトリーチ等を通じて、地域住民の困

りごとの早期発見・早期対応に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

② 多機関協働事業 

 多機関協働事業では、重層的支援体制整備事業における支援の進捗状況等を把握し、

必要に応じて既存の相談支援機関の専門職に助言を行うこと、また、既存制度等では

対応できない支援ニーズや、単独の支援関係機関では対応が難しい支援ニーズがある

事例であって、これまでどの支援関係機関でも対応できていなかった事例の調整役を

担い、支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定め、支援プランの策定を行う等の

取組を通じて、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携の円滑化を進めること

で、本市における包括的な支援体制の整備を促進します。 

 
 
 

実施体制 

機関名 事業における主な役割 
運営 

形態 
担当課 

重層的支援推進室 

（多機関協働事業者） 

多機関協働事業において取り扱う事例の判断基準

の策定、重層的支援会議において、支援関係機関

等の議論を円滑に進めるための会議参加にあたっ

てのルール策定、重層的支援会議の開催、支援プ

ランの決定、支援プランに基づく支援状況の確

認、プラン見直しの決定、多機関協働事業の評

価・検証の実施、各分野の支援関係機関や支援者

の対応力向上、支援関係機関間の連携強化を促進

するための見直し方策の企画立案などマネジメン

ト機能を担う。 

★多機関協働事業 

直営 ― 

福祉まるごと支援員 

（多機関協働事業者） 

支援関係機関等からつながれた、複合化・複雑化

した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐし

委託 福祉政策課 

 
複雑・複合化した課題を解きほぐし、支援関係機関をつなぎなおす支援 

事業のポイント 

支援関係機関

その他の分野障がい分野

介護分野 生活困窮分野

必要に応じて連携

相談者

支援関係機関

困りごとを包括的に受け止める 必要な機関
につなげる

解決に向け
支援を実施

必要な機関
につなげる

子ども・子育て分野

地域で相談を
受ける体制

コミュニティソーシャル
ワーカー、地域福祉コー
ディーネーターによる地域
づくりを通じたアウトリー
チしていく相談支援を実施
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が求められる事例等に対して相談受付、アセスメ

ント、役割分担、支援の方向性の整理、アセスメ

ントの結果を踏まえた支援プラン案の作成、重層

支援会議に係る事前調整、運営補助などを行う。 

★多機関協働事業 

相談支援包括化推進員 

（多機関協働事業者） 

支援関係機関とのネットワーク構築を図り、複合

的な課題や住まいの課題等に、福祉まるごと支援

員と連携して切れ目のない支援を実施する。 

直営 

 

生活福祉三課 

支援関係機関 

 

①を参照 

困難事例について、支援チームの一員として、重

層的支援会議への参加、役割分担に応じた支援を

実施する。 

― ― 

 

多機関協働事業では、「① 包括的相談支援事業」で受け止めた困りごとのうち、

８０５０問題のような複合化・複雑化した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐ

しが求められる事例、既存制度等では対応できない支援ニーズや、単独の支援関係機

関では対応が難しい支援ニーズがある事例であって、これまでどの支援関係機関でも

対応できていなかった事例（以下、「困難事例」という）について、多機関協働事業

者が、様々な課題を解きほぐし、支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理とい

った調整を行います。 

多機関協働事業の取り組みとして、市社協に配置する福祉まるごと支援員が、多機

関協働事業者としての役割を担います。 
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特に、困難事例の中でも、生活困窮者が抱える課題は複雑で多様化している傾向が

あり、岐阜市では平成２７年度から生活・就労サポートセンターを設置し、他の支援

関係機関と連携を図りながら、就労や心身の状況などの事情により経済的に困窮し最

低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方への支援に取り組んでき

ました。 

そのため、生活・就労サポートセンターに相談支援包括化推進員を配置し、生活困 

窮分野を主とした支援関係機関とのネットワークの構築を図り、福祉まるごと支援員 

と連携しながら生活困窮に起因する複合的な課題を抱える方への支援を実施していま 

す。 

また、単身高齢者世帯の増加等により住宅確保要配慮者への住まいの支援ニーズは 

今後ますます高まると予想されることから、住居施策所管課等と連携し、安定的な居 

住の確保を支援するなど、生活困窮者等の自立の更なる促進に努めます。 

 

重層的支援会議において、支援関係機関等の議論を円滑に進めるための会議参加にあ

たってのルール 

 ・重層的支援推進室職員、多機関協働事業者の参加は必須とする 

 ・事例に応じて、包括的相談支援事業者、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

者、参加支援事業者などの支援関係機関への参加を依頼する 

 ・本人の参加が有益であると判断される場合は、本人の参加も可能とする 

 

③ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、支援関係機関等との連携や地域住民と

のつながりを構築し、複合化・複雑化した課題を抱えながらも支援が届いていない方

を把握します。また、潜在的なニーズを抱える方に関する情報を得たのち、当該本人

と信頼関係に基づくつながりを形成するために、本人に対して時間をかけた丁寧な働

きかけを行い、関係性をつくることを目指します。 

 

 

実施体制 

機関名 事業における主な取り組みの内容 
運営 

形態 
担当課 

福祉まるごと支援員 本人と直接関わるための信頼関係の構築、つなが

りの形成に向けた支援などを行う。また、支援を

委託 福祉政策課 

 
支援が届いていない方に寄り添い、伴走しながらつながり続ける支援 

事業のポイント 
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行うために必要な場合は、情報収集や事前調整、

同行訪問などを行う。 

★アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

コミュニティソーシャルワーカ

ー 

※モデル事業 

地域の中で、困りごとを抱える方の相談を受け、

住民や関係機関と連携して課題解決のお手伝いを

する。 

委託 福祉政策課 

支援関係機関 

 

①を参照 

伴走型支援の実施のほか、多機関協働事業におけ

る支援チームの一員として伴走型支援の実施者を

支援する。 

― ― 

 

本事業において支援する事例の多くは、本人とのつながりを形成すること自体が困

難であることを踏まえ、福祉まるごと支援員が中心となり支援関係機関とともに、多

機関協働事業による課題の解きほぐしや支援関係機関の役割分担を十分に行った上で、

チーム体制を組みアプローチします。 

複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない方の中に

は、長期にわたるひきこもり状態をはじめ、地域社会からの孤立などの問題がその背

景にある場合があります。 

また、本人の生きる意欲が喪失して自暴自棄（セルフネグレクト）の状態にあるこ

とや、自身が困っているという認識ができないことにより、本人やその世帯の支援ニ

ーズと支援関係機関による支援とがマッチングせず、支援制度の枠組みからこぼれ落

ち、必要な支援が届かないことがあります。 

このようなケースには、従来、支援関係機関が行ってきた課題の解決を目指す支援

（解決型支援）に加えて、訪問等を通じて、本人やその世帯の言葉に耳をかたむけ、

寄り添い、つながりを形成するとともに、つながり続けることを目指す支援（伴走型

支援）が必要です。 

なかでも、８０５０問題の背景にもなっているひきこもり状態にある方のケースに

ついては、それぞれ異なる経緯や事情を抱えていることから、ひきこもり相談室にお

いて当事者やその家族の心情を尊重しながら丁寧に寄り添っていきます。福祉まるご

と支援員や支援関係機関とも連携し、安心して過ごせる環境を整えながら将来にわた

って必要な支援を行っていきます。 

加えて、コミュニティソーシャルワーカーや地域福祉コーディネーターが日常の暮

らしの中で行われる地域住民同士の支え合いや緩やかな見守り活動と連携しながら、

アウトリーチを行います。地域の中で、発見・把握した困りごとの相談に乗り、一緒

に課題解決を図ることで、地域における伴走型支援をサポートします。 
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２ 参加支援 

参加支援では、本人やその世帯の状況を丁寧に把握し、地域の社会資源とのマッチ

ングを行います。 

また、既存の社会資源に働きかけ、既存の社会資源の拡充を図り、支援対象者本人

の社会参加に係るニーズに合った支援メニューを提示することを目的として事業を実

施します。 

 

◆ 参加支援事業 

 
 
 

実施体制 

機関名 事業における主な取り組みの内容 
運営 

形態 
担当課 

福祉まるごと支援員 支援対象者本人の社会参加に係る支援ニーズと地

域の社会資源とのマッチング、支援プラン案の作

成、マッチング後のフォローアップ、支援終了後

も必要に応じてモニタリングを行う。また、既存

の社会資源の拡充や多様な支援メニューを提示で

きるよう、日頃から地域の社会資源や支援関係機

関とつながりを形成する。 

★参加支援事業 

委託 福祉政策課 

コミュニティソーシャルワーカ

ー 

※モデル事業 

地域福祉コーディネーター 

福祉まるごと支援員と連携して支援ニーズや状態

に合った地域資源や支援メニューをコーディネー

トするほか、地域づくりを通じて地域資源の拡充

を図る。 

委託 福祉政策課 

 

「１② 多機関協働事業」による支援を実施する中で、既存の社会参加に向けた事

業では課題の解決が図れない、あるいは本人の支援ニーズと支援関係機関による支援

がマッチングしない方について、福祉まるごと支援員とコミュニティソーシャルワー

カー、地域福祉コーディネーターが連携し、本人やその世帯の希望や意思を尊重しな

がら、支援ニーズや状態に合った地域資源や支援メニューをコーディネートし、マッ

チングを行います。マッチング後は、本人の状態や希望に沿った支援が実施できてい

るかフォローアップ等を行い、本人やその世帯と社会とが継続してつながるための支

援を行います。 

 事業のポイント 

狭間の支援ニーズをもつ方と地域・社会とがつながるための支援 



13 

 

また、福祉まるごと支援員が、コミュニティソーシャルワーカーや地域福祉コーデ

ィネーターと連携して、社会資源の把握、既存の社会資源の最大限の活用を図るほか、

地域に不足する資源の創出に向け、福祉事業所等に対し、福祉サービス以外のメニュ

ーも提供できるよう働きかけることにより機能拡充を行うなど地域や社会との多様な

つながりづくりにも取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  制度の狭間の
支援ニーズ

既存事業では対応できない

福祉まるごと
支援員

地域福祉
コーディネーター

相談者

地域づくり拠点・事業
＋

支援関係機関
＋

属性を問わない相談支援 地域づくりに向けた支援
本人等の意思（希望）を把握 新たな交流の場、居場所の整備など

コミュニティ
ソーシャルワーカー

・支援ニーズに合わせて
社会資源をコーディネート
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３ 地域づくりに向けた支援 

地域づくりに向けた支援では、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場

や居場所の整備、個別の活動や人のコーディネート、様々な分野の関係者が集い関係

性を深めるための場（プラットフォーム）を設定すること等により、多様な地域活動

が生まれやすい環境整備を行います。 

 

◆ 地域づくり事業 

 
 
 

実施体制（地域づくり事業・拠点） “★【分野】事業名”は、重層的支援体制整備事業の必須事業 

地域づくり事業・拠点名 地域づくりの主な内容 
運営 

形態 
設置数 担当課 

運動を通じたフレイル予防 

・筋トレサポーターの養成 

・筋トレサポーターの活動支援 

生活機能低下、フレイル予防に効果的な

「いきいき筋トレ体操」を市民に普及す

る「いきいき筋トレサポーター」を養成

し、サポーターが地域で普及活動を行う

に当たり、その資質の維持・向上を図る

ため、研修会等を開催する。 

★【介護】地域介護予防活動支援事業 

直営 ― 各保健センタ

ー 

食を通じたフレイル予防 高齢者が「食」への関心を高め、健全な

食生活の実践ができるよう、地域で活動

する団体（岐阜市食生活改善推進協議

会）と連携・支援し、「食」に関する知

識の普及啓発を行う。 

★【介護】地域介護予防活動支援事業 

直営 ― 健康づくり課 

日常生活圏域協議体設置事業 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

していける地域づくりをするため、地域

の多様な団体などが集い、介護予防・生

活支援の充実のための協議の場として、 

委託 １９カ

所 

高齢福祉課 

 
地域活動の活性化などを通じた人と人、人と地域がつながり合うための支援 
 

事業のポイント 
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 各地域包括支援センターの圏域において

「日常生活圏域協議体」を設置し、多様

な主体間の情報共有及び連携・協働によ

る資源開発等を推進する。 

★【介護】生活支援体制整備事業 

   

支え合いの 

仕組みづくり推進事業 

「生活支援コーディネーター（支え合い

の仕組みづくり推進員）」を設置し、日

常生活圏域協議体と連携し、地域包括支

援センターの圏域単位で地域課題の洗い

出しを行うほか、把握した地域課題に対

し、ニーズとサービスをマッチングする

ことで新たなサービスを創出するなど、

地域課題解決のため資源開発を行う。 

★【介護】生活支援体制整備事業 

委託 ― 高齢福祉課 

支え合い活動実践者養成事業 高齢者の個別の生活ニーズにこたえる仕

組みを安定的・継続的に構築するため、

地域住民の主体性に基づき運営される新

たな住民参加サービス等の担い手とし

て、自治会等の組織と協働し、地域にお

ける見守りや支援活動の体制を構築する

「支え合い活動実践者」を養成する。 

★【介護】生活支援体制整備事業 

委託 ― 高齢福祉課 

基準緩和型訪問介護サービス従

事者育成事業 

訪問介護の多様化や介護人材の不足の解

消、高齢者の社会参加などを目的とし

て、要支援者や事業対象者への家事等の

生活援助を提供する担い手を育成するた

め、介護分野に関する必要な知識等を身

に付けるための研修を行う。 

★【介護】生活支援体制整備事業 

委託 ― 介護保険課 

精神障害者 

地域活動支援センター 

 

精神障がい者が日常生活又は社会生活を

営むことができるようにすることを目的

として、センターに通わせ、創作的活動

又は生産活動の機会の提供、社会との交

流の促進等の便宜を供与するほか、医

療・福祉及び地域の社会基盤との連携強

委託 ３カ所 障がい福祉課 
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化のための活動、ボランティア育成、精 

 神障がいに対する理解促進を図るための

普及啓発活動を行う。 

★【障がい】地域活動支援センター事業 

 

   

地域活動支援センター 

（障害者デイサービス事業） 

地域において雇用・就労が困難な在宅障

がい者が、その有する能力及び適正に応

じ、自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるようにすることを目的と

して、機能訓練、社会適応訓練、スポー

ツ、レクリエーション及び創作的活動等

の機会の提供並びに入浴指導、給食指

導、健康管理指導及び送迎サービスの提

供を行う。 

★【障がい】地域活動支援センター事業 

補助 

事 業

に よ

り 事

業 者

実施 

１カ所 

 

障がい福祉課 

 

地域子育て支援拠点センター 地域の子育て支援の充実を図るため、子

育て家庭に対する育児不安や悩みなどの

相談指導、子育てサークルなどへの支援

活動、地域の保育需要に応じた特別保育

事業などを実施する。 

★【子ども・子育て】地域子育て支援拠

点事業 

直営 

委託 

６カ所 子ども保育課 

コミュニティソーシャルワーカ

ー 

※モデル事業 

地域住民のニーズ・生活課題の把握及び

活動支援・情報発信等を行うことによ

り、地域コミュニティの形成を進めると

ともに、担い手がつながるプラットフォ

ームの構築を支援する。 

★【生活困窮】生活困窮者支援等のため

の地域づくり事業 

委託 １ カ 所

（日常

生活圏

域） 

福祉政策課 
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地域福祉コーディネーター 地域住民相互による支え合いの取組の活

性化を図るため、地域におけるサロンの

開催などを活用した地域住民への困りご

との相談支援や必要な行政サービス等と

の連携、人材・社会資源の開発支援など

を実施することにより地域福祉活動を支

援する。 

★【生活困窮】生活困窮者支援等のため

の地域づくり事業 

委託 社 協 支

部(５０

カ所)単

位 で 実

施 

福祉政策課 

 

地域づくり事業では、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮の各分野で行われ

ている地域づくりに向けた支援の取組を一体的に実施し、市社協に配置する地域福祉

コーディネーターが、各分野の地域づくり拠点・事業と、地域で活動する社協支部と

の橋渡し役となり、世代や属性を超えた交流・参加・学びの機会や社会参加の場をつ

くることで、地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様

な活躍の機会と役割を生み出す支援を実施します。 

また、コミュニティソーシャルワーカーの配置地域では地域福祉コーディネーター

の役割に加えて「集いの場 ぷらっと」を開催し、多様な地域づくりの担い手が出会

い、学び合うプラットフォームが構築され、地域活動の活性化や発展を図るほか、地

域住民同士の支え合い、緩やかな見守り等のセーフティーネットの取り組み、新たな

社会参加の場の創出などが自発的に生まれる機運の醸成を図ります。 

なお、本事業に位置付ける「生活困窮者支援等のための地域づくり事業」の実施に

あたっては、地域福祉推進計画を踏まえつつ、支援を必要とする方の人数や支援の実

施回数などに関する成果目標を毎年度立てるとともに、当該年度におけるその実施状

況について評価を行うことで効果的に推進します。 
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Ⅳ 重点施策 

重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、困りごとや地域社会からの孤立など

の地域生活課題を抱えるすべての地域住民やその世帯を適切に支援関係機関につなぎ、

各支援関係機関が支援チームとして、解決に向けて取り組む体制を整備することが特

に重要です。 

このため、「１ 属性を問わない相談支援」における包括的な支援体制の整備を推

進するため、「１ 支援関係機関につなぐための体制づくり」と「２ 支援内容等を

共有するための組織づくり」の２つの取組を重点施策として行います。 

 

１ 支援関係機関につなぐための体制づくり 

困りごとを抱える方のあらゆる相談に対応し、解決に必要な支援関係機関につなぐ

ためには、各分野に関する知識や経験が求められ、また、支援関係機関が連携しやす

い関係であることが必要です。 

このような知識・経験の向上や支援関係機関同士の関係性の構築は、各支援関係機

関の業務を通じて図っていますが、包括的な支援体制の更なる強化と、持続可能性を

高めるため、次の２つの取組を行います。 

 

① 福祉健康窓口連携ヘルプデスク 

福祉や健康などに関する分野の庁内関係部署に、よくある相談テーマごとに業務相

談員として「福祉健康窓口連携ヘルプデスク」（以下「ヘルプデスク」という。）を

設置します。 

複数の困りごとを抱える方からの相談について、ヘルプデスクがそれぞれの所属部

署の窓口的役割を果たし、調整役を担うことで、知識・経験がない職員でも適切に他

の支援関係機関の相談を受け、円滑に必要な部署につなげることができる体制を構築

します。 

 

② 福祉相談窓口連携会議 

各支援関係機関の連携と相互の相談支援の内容の把握や、他の支援関係機関の支援

のノウハウの共有を目的として、庁内外の支援関係機関で構成する「福祉相談窓口連

携会議」（以下「連携会議」という。）を開催します。 

連携会議では、実務に即したテーマを決め、グループワークなどにより事例を研究

することで支援者のスキルアップを図るほか、他の支援関係機関の支援内容等に関す

る知識の習得に努めます。 

各支援機関の考え方を知った上で支援者同士の顔が見える関係を築くことにより、

支援関係機関同士が連携しやすい関係性を構築します。 
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２ 支援内容等を共有するための組織づくり 

困難事例については、地域社会からの孤立などの問題や、また、制度の狭間にある

ことにより支援関係機関の役割分担が難しいだけでなく、本人やその世帯の状態に応

じて支援の中心となる支援関係機関を変更するなど、「各支援関係機関がそれぞれの

支援方針等を理解し合い、それぞれの役割を広げて狭間のニーズに対応していくこと」

や「各支援関係機関の支援内容を共有することで、それぞれが本人やその世帯に適切

に対応すること」が求められます。 

しかし、困難事例への支援に当たっては、本人の同意が得られないために、必要な

情報を共有することができず、各支援関係機関がそれぞれ個別に支援を行うなど、本

人やその世帯の状況にあった支援ができない場合があります。 

重層的支援体制整備事業の実施に当たり重層的支援会議を組織し、各支援関係機関

が包括的な支援のため必要な支援内容等を適切に共有し、かつチームとして機動的に

支援を行うことができる体制を整えます。 

 

◆ 重層的支援会議 

重層的支援会議は、社会福祉法第１０６条の６第１項に規定する支援会議として、

同法に基づき守秘義務を課すことで、会議の出席者同士が安心して本人やその世帯の

個人情報の共有等を行うことが可能です。 

重層的支援会議は、重層的支援推進室が主宰者となり、本人やその世帯の現在の状

況にあった支援関係機関を調整するだけでなく、必要に応じて、本人やその世帯のほ

か、地域住民などを構成員として、個別の事案ごとに組織します。 

本人を取り巻くすべての関係者が「まるごと」参加し、本人の抱える問題を「我が

事」として解決に取り組めるよう、重層的支援会議を活用して包括的な支援を実施し

ます。 

※ なお、重層的支援会議での情報共有等に関し、本人やその世帯の同意を得るよう

努めています。 
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生活福祉三課
生活・就労サポートセンター

地域保健課
保健センター

その他

福祉まるごと支援員
会議を主宰

重層的支援会議

困りごとを抱える本人、その世帯

高齢福祉課
地域包括支援センター

障がい福祉課
基幹相談支援サテライト

子ども・若者総合支援センター生活福祉三課
生活・就労サポートセンター

地域保健課
保健センター 住宅・空家対策課

困りごとを抱える本人、その世帯

必要な情報が共有できず、
それぞれがバラバラに支援

支援関係機関側で支援方針が統一されておらず、
本人や世帯に合った適切な支援が行えない

困難事例にチームとして包括的に支援

支援関係機関が全体の支援内容を共有することで、
その時の状態に合った切れ目のない支援を実施

ひきこもり相談室

住宅・空家対策課

子ども・若者総合支援センター

高齢福祉課
地域包括支援

センター

その他ひきこもり相談室

障がい福祉課
基幹相談支援
サテライト

会議を通して適切に本人や世帯の情報を共有


